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該当筒所� 意見� 

1. (3) 況損害徽端末向けマルチメディア放送においては、� 

CAS(Condition自IAccess Sy蜘� msの略。放送サーセスの線

定受鐙システムのこと。}や� DRM(Di泌総� RighlsManager抗告nt

(J)絡むデジタルミ憲作事量管理のこと。 )1こ代奇襲されるいわゆるプラ

ットフォーム機能について、どのように総括~ðれ、提供されるか

が、愛読放送祭務全体のみならずきをf議事Eの利益に直接・間後

に関係し、� 3意書喜<:あるので、その機能の提供(事業主体やそ

の提供方法、方式の選択や紘一化毒事)について委託放送事業

者等が対応し、取り絡むこと。� 

CASやむRM宅専のいわゆるプラットフォ

ーム機能については、き最長護者若君主i殺害事を考

露撃し、委託放送事業者間労妥当主総に決定

ずることが望ましいと考え家す。

チメディア歓送会体において、放送[，Jマセグメント緩竣については分鎖して複数(J)害警に13イ2. (4)

畿りさ話てる;こと。その線、 の霊長線性が確保されるのであれば、割り当� 

( i )総務寄撃がゆ議の粋〔特定のセグメント分の周波数(伊jえ|てる潤液数の均衡を闘ったりJ の毒事業者� 

iま8-!!グメントと� 5セグメント害事))後決めた上で、申請を受け|へ剣り当てる周波数の制限後設ける必要

付けること。� Iはなく、飲送金体の発疑!こ資総する察託放� 

(ii)総務省が 13セグメント領域後特定の数で均等1::配分し� lli患者事費患者へ、一括してより多〈の議竣を言語

たもの{例itlま3セグメント分)を:1つの総慾て単位{例えiま31 ~J 幾てることも苦言とすべきと暴言;t~主す。

セグメント分後� 1放送番怒とする〉とすること資源翼IJとし、その

単位iこも遣ったゆ翁:a:受け付けること。その際iこは、複数単位

の申請袋行うこe:宏司とし、また、調IH告で単位を超えた帯域:a:
必婆とする放滋については例外として申務宏司とすること。� 

I(iii)割り当てる隠波数を同程度にする等、均衡を図ること。

ヱ放送による雲監理遣の自由の享事ぎの綴見まからJ の事業者へ� 

l のj議波数の署殺さ当てi立、伊iえiま金5毒液議文章誇提案綴(J)113を菱重え

ないといったがi線変設けること@� 

4. (2) 認定手続きの回数については、サーピ

ア� 13セグメント領績について� 1問自の認定手続き(周波数|スの早期立上げの観点から、分割すること

の割当て)法行った後、� 1回目で割当てたならなかった部分&1なふ一括して認定することがE震をましいと考
ぴ� 1セグメント綴域を合わせて� 2悶闘の総定手続きを行うこ� iえます。

とa

イ放送望書豪華波書事、終}jIJlこ確保することが必、薬と考えられる僚

議事李を設定し、4畿の線分とi主翼語録を分けて認定手続きを行う二
/ 

と。

ウすべての周波数婚域について、一捕で認定手続きを行う二

と。� 


